
○ 人口減少や技術革新が進展する中で、企業が限られた人材での生産性向上及び恒常的な賃上げを実現するため
に、企業における将来を見据えた計画的な人材育成を支援していく必要がある。

○ 事業展開等リスキリング支援コースの助成対象に、

①企業内における将来の人事配置など人事に関する計画を作成
②その配置に向けて必要な知識及び技能を整理しその習得に向けた人材育成に関する計画を作成
①及び②の計画に基づき、労働者に今後従事することが予定されている職務に関連する知識又は技能を習得

させるための職業訓練等を実施した場合を追加する。

○ 令和８年２月２日施行予定。

事業展開等リスキリング支援コースの助成対象の拡充

人材開発支援助成金に係る雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案【概要】

※ （）内は大企業の限度額

賃金助成経費助成助成対象コース名

1,000(500)円/時・人75(60)%

・事業展開やDX・GXに伴い新たな
分野で必要となる知識や技能を習得
させるための訓練

・人事に関する計画及び人材育成に
関する計画により今後従事すること
が予定されている職務に関連する知
識又は技能を習得させるための訓練
※企業内において異なる職務に就かせる場合に
限る

事業展開等リスキリング支援
コース

・ 品質管理部門を強化し、更なる品質向上を図るため、新たに人事配置を計画し、製品の仕組みを熟知した機械加工を担当している労働者に、製品の
出来を判断するための品質管理や検査に関する知識を身につける訓練を行い、訓練終了後に品質管理部門に配置転換する。

新たに対象となる訓練のイメージ
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